
警察署協議会議事概要

                               

協議会名  神奈川県山手警察署協議会

日　　時  令和８年２月18日（水）午後２時から午後４時までの間

場　　所  神奈川県山手警察署

  １　警察署協議会側

 　　岩壁　恵美子、岩田　弘子、加藤　惠、黒川　芳宣、灘上　智生、橋本　勇次、松本　稔、

  　　森本　眞一                                                              　 計８人

 出 席 者 ２　警察署側

　　署長　江帾　 也、警務課長　佐藤　淳一、会計課長　飯野　泰弘、 

 　　生活安全課長　西山　直秀、地域課長　高橋　幹博、刑事課長　速水　伸大、

　　交通課長　渋谷　友美、警備課長　加藤　真吾　　　　　　　　　    　  　　　 計８人

 警察署協議会の答申などに対する措置の説明

 　「大規模災害の発生により当署が機能停止し、代替施設を利用する場合に当署に望むこと」に

  ついて

  議事要旨 １　答申

  　・　町内会回覧板や巡回連絡等で周知してほしい。

  　・　警察機能を維持するための電源の確保について

 　・　代替施設へのアクセスについて明確にしてほしい。

 　・　災害時に制服警察官によるパトロールをしてほしい。　

 ２　措置結果　

   ・　町内会の掲示板や回覧板等、制服警察官による巡回連絡を通じて周知を図る。

   ・　ホームページやＸを利用して、平時から正確な情報を迅速に発信できるように努める。

  ・  施設機能を維持するための電源確保のため、発動発電機をはじめとする非常電源の点検を

 　　行っている。

   ・　被災時には、現在の山手警察署所在地や避難所等において、代替施設の案内図を示す。

  ・  被災時においても赤色灯を点灯した車両によるパトロール、制服警察官による警戒を強化

　　する。

議題「警察署協議会の運営について」

　今後の警察署協議会運営については、今年度の運営方針と同様に行う。 

　・　年度内に３回の開催とし、第１回会議を６月に、第２回会議を10月に、第３回会議を翌年

　　２月に開催する。 

　・　諮問は、原則、１回おき、年度内１回ないし２回とする。

業務説明

　令和７年１月から12月の業務推進結果及び令和８年１月から12月の業務推進計画について説明

を行った。


